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令和６年第４回港区議会定例会議案等件名一覧 

 

 区長報告７件  

区長報告第１２号  専決処分について（港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等    

          新築工事請負契約の変更）・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

区長報告第１３号  専決処分について（港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区    

          立赤羽幼稚園等新築工事請負契約の変更）・・・・・・・・・・・２ 

区長報告第１４号  専決処分について（（仮称）南青山二丁目公共施設新築工事請    

          負契約の変更）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

区長報告第１５号  専決処分について（将監橋塗替塗装工事請負契約の変更）・・・・４ 

区長報告第１６号  専決処分について（霞橋塗替塗装工事請負契約の変更）・・・・・５ 

区長報告第１７号  専決処分について（損害賠償額の決定）・・・・・・・・・・・・６ 

区長報告第１８号  専決処分について（損害賠償額の決定）・・・・・・・・・・・・７ 

 

 議案１８件  

議案第 ８４号   港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例・・・・・８ 

議案第 ８５号   港区まちづくり条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・９ 

議案第 ８６号   港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の     

          一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

議案第 ８７号   港区住宅駐車場の管理に関する条例の一部を改正する条例・・・１１ 

議案第 ８８号   港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の    

          一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

議案第 ８９号   港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・１３ 

議案第 ９０号   令和６年度港区一般会計補正予算（第６号）・・・・・・・・・１４ 

議案第 ９１号   令和６年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第１号）・・・１４ 

議案第 ９２号   工事請負契約の承認について（港区立特別養護老人ホーム白金    

          の森等機械設備改修工事）・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

議案第 ９３号   工事請負契約の変更について（港区特定公共賃貸住宅シティハ    

          イツ高浜等新築に伴う電気設備工事）・・・・・・・・・・・・１６ 

議案第 ９４号   工事請負契約の変更について（港区特定公共賃貸住宅シティハ    

          イツ高浜等新築に伴う機械設備工事）・・・・・・・・・・・・１７ 

議案第 ９５号   工事請負契約の変更について（港区立赤羽小学校グラウンド整    

          備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う電気設備工事）・・・・・１７ 

議案第 ９６号   工事請負契約の変更について（港区立赤羽小学校グラウンド整    

          備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う機械設備工事）・・・・・１８ 

議案第 ９７号   物品の購入について（パーソナルコンピューター）・・・・・・１９ 



 

 

議案第 ９８号   訴えの提起について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

議案第 ９９号   指定管理者の指定について（港区立元麻布保育園）・・・・・・２１ 

議案第１００号   児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同    

          設置に関する規約の変更に係る協議について・・・・・・・・・２２ 

議案第１０１号   特別区道路線の認定について（海岸一丁目）・・・・・・・・・２３ 

 

 

 

     （参考） 

区長報告   ７件 

専 決 

処 分 
７件 

内訳 

 工事請負契約の変更        ５件 

 損害賠償額の決定         ２件 
 

議  案  １８件 

条 例 ６件 
内訳 

 一部改正             ６件 

予 算 ２件 
内訳 

 令和６年度補正予算        ２件 

その他 １０件 

内訳 

 工事請負契約の承認        １件 

 工事請負契約の変更        ４件 

 物品の購入            １件 

 訴えの提起            １件 

 指定管理者の指定         １件 

 措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更協議  １件 

 特別区道路線の認定        １件 

 



１ 

 

区長報告第１２号～第１５号            【総務部契約管財課】 

 インフレスライド条項を適用した契約変更について 

 

 

 これらの案件は、工事請負契約書約款のインフレスライド条項を適用した契

約変更について、専決処分しましたので、報告するものです。 

 

 【インフレスライドについて】 

  インフレスライドとは、契約締結時の労務単価及び資材価格で積算した契約金額をイン

フレーション又はデフレーションを反映した契約金額に変更することをいいます。 

 

 区長報告第１２号 

  専決処分について（港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事請負契約の変 

  更） 

 

  【専決処分をした日（契約変更をした日）】 

   令和６年１０月２１日 

  【変更内容】 

   ○契約金額  ５４億８，９５３万３，１７０円 

           → ５７億６７２万４，６５０円 

           （２億１，７１９万１，４８０円増額します。） 

  【契約の相手方】 

   港区芝浦二丁目１５番６号オアーゼ芝浦ＭＪビル 

    淺沼・ノバック・松鶴建設共同企業体 

    （代表者）株式会社淺沼組東京本店 

    （構成員）株式会社ノバック東京本店 

    （構成員）松鶴建設株式会社港支店 

 

   ○当初契約を議決した議会 

    令和２年第２回定例会 

   ○契約変更を議決又は報告をした議会 

    令和４年第２回定例会 

    令和４年第４回定例会 

    令和５年第４回定例会 

 

 ※電気設備工事の契約変更は、議案第９３号 

  機械設備工事の契約変更は、議案第９４号  

令和６年第４回港区議会定例会議案等の概要 



２ 

 

 

 区長報告第１３号 

  専決処分について（港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工 

  事請負契約の変更） 

 

  【専決処分をした日（契約変更をした日）】 

   令和６年１０月２３日 

 

  【変更内容】 

   ○契約金額  ３９億１２２万９，０９０円 

           → ４０億６，１１０万３，７５０円 

             （１億５，９８７万４，６６０円増額します。） 

  【契約の相手方】 

   港区虎ノ門四丁目３番１３号 

    日本国土・徳倉・谷沢建設共同企業体 

    （代表者）日本国土開発株式会社東京支店 

    （構成員）徳倉建設株式会社東京支店 

    （構成員）谷沢建設株式会社 

 

   ○当初契約を議決した議会 

    令和４年第４回定例会 

   ○契約変更を報告した議会 

    令和６年第１回定例会 

    令和６年第３回定例会 

 

 ※電気設備工事の契約変更は、議案第９５号 

  機械設備工事の契約変更は、議案第９６号 

  



３ 

 

 

 区長報告第１４号 

  専決処分について（（仮称）南青山二丁目公共施設新築工事請負契約の変更） 

 

  【専決処分をした日（契約変更をした日）】 

   令和６年１０月２１日 

 

  【変更内容】 

   ○契約金額  １５億５万９，０００円 

           → １５億６，１７１万７，３００円 

               （６，１６５万８，３００円増額します。） 

 

  【契約の相手方】 

   港区浜松町二丁目６番５号 

    合田・三和・セコムエンジ・相和技研異業種建設共同企業体 

    （代表者）株式会社合田工務店東京本店 

    （構成員）三和電気土木工事株式会社東京本店 

    （構成員）セコムエンジニアリング株式会社東京本店 

    （構成員）株式会社相和技術研究所 

 

   ○当初契約を議決した議会 

    令和５年第２回定例会 

   ○契約変更を報告した議会 

    令和６年第１回定例会 

 

  



４ 

 

 

 区長報告第１５号 

  専決処分について（将監橋塗替塗装工事請負契約の変更） 

 

  【専決処分をした日（契約変更をした日）】 

   令和６年１０月２１日 

 

  【変更内容】 

   ○契約金額  ２億５，０８０万円 

           → ２億５，２７６万４，８２０円 

                （１９６万４，８２０円増額します。） 

 

  【契約の相手方】 

   世田谷区代田一丁目１番１６号 

    大同塗装工業株式会社 

 

   ○当初契約を議決した議会 

    令和５年第３回定例会 

 

  

しょうげんはし 



５ 

 

区長報告第１６号                 【総務部契約管財課】 

 専決処分について（霞橋塗替塗装工事請負契約の変更） 

 

 

 本件は、霞橋塗替塗装工事請負契約の変更について、専決処分しましたので、

報告するものです。 

 

 【専決処分をした日（契約変更をした日）】 

  令和６年１０月２２日 

 

 【変更内容】 

  ○契約金額  １億７，２５９万７，０４０円 

           → １億８，１２１万７００円 

                （８６１万３，６６０円増額します。） 

  ○工  期  契約締結の日の翌日から令和６年１２月１６日まで 

          → 契約締結の日の翌日から令和７年３月２１日まで 

 

 【変更理由】 

  運河を利用する船舶の安全な航行を確保することから、橋の中央部分の塗替塗装工事に

おいて、橋りょう点検車を用いた施工方法に変更したため 

 

 【契約の相手方】          【工事場所】 

  大田区池上五丁目５番９号 

   東海塗装株式会社 

 

  ○当初契約を議決した議会 

   令和５年第３回定例会 

 

 

 

 

  

かすみはし 



６ 

 

区長報告第１７号                   【総務部総務課】 

 専決処分について（損害賠償額の決定） 

 

 

 本件は、土木作業車の交通事故の損害賠償額の決定について専決処分しまし

たので、報告するものです。 

 

 【専決処分をした日（損害賠償額を決定した日）】 

  令和６年１０月３１日 

 

 【概要】 

  令和６年６月１８日、港区新橋四丁目５番の特別区道第１，０１３号線道路上において、

区の土木作業車が交差点付近に停車していたところ、特別区道第１，００５号線から特別

区道第１，０１３号線方面に右折してきた相手方の普通乗用自動車が土木作業車に衝突し、

相手方自動車の前部左側のバンパー等が損傷した交通事故に伴う損害賠償です。 

 

 【損害の状況及び損害額】 

  相手方自動車の前部左バンパー等が損傷しました。これに伴う損害額は、次のとおりで

す。 

  相手方：１，０７５，６６０円 

 

 【責任の割合】 

  区：１０％  相手方：９０％ 

 

 【損害賠償額】       【事故状況図】 

  １０７，５６６円 

  

 

右折した相手方自動車が、 

交差点付近に停車していた 

土木作業車に衝突しました。 

土木作業車 

相手方自動車 



７ 

 

区長報告第１８号                   【総務部総務課】 

 専決処分について（損害賠償額の決定） 

 

 

 本件は、記載を誤った住民票の写し等を交付したことによる損害賠償額の決

定について専決処分しましたので、報告するものです。 

 

 【専決処分をした日（損害賠償額を決定した日）】 

  令和６年１１月８日 

 

 【概要】 

  令和６年４月２４日、芝浦港南地区総合支所において、職員が相手方（合同会社）の代

表社員である個人の転入手続を行った際に、住所の記載を誤って住民登録を行い、誤った

住所が記載された住民票の写し及び印鑑登録証明書を交付しました。これにより、相手方

が行った商業登記が誤った住所による商業登記となり、その更正手続に要した費用に相当

する額の損害賠償です。 

 

 【損害額】 

  損害額（更正手続に要した費用）は、次のとおりです。 

  相手方：３３，４００円 

 

 【責任の割合】 

  区：１００％  相手方：０％ 

 

 【損害賠償額】 

  ３３，４００円 

  



８ 

 

議案第８４号                 【街づくり支援部建築課】 

 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、「建築基準法」の一部改正に伴い、条例で引用している条項番号を変

更するものです。 

 

 【法改正の背景】 

  老朽化した公営住宅の建替えや大規模災害時の公共施設の再建により計画通知が急増

した場合に、建築主事が円滑に審査、検査等をすることが困難となることが想定されるた

め、平時から国、都道府県又は建築主事を置く区市町村（以下「国等」といいます。）の

建築物に係る計画通知を指定確認検査機関が受けて、審査、検査等を行うことができる建

築基準法の改正が行われました。 

 

 ※法改正前においては、国等の建築物の建築主は、建築主事に対してのみ計画通知を行う

ことができ、建築主事がその通知を受けた建築計画に対する建築基準関係規定の適合に

ついて審査、検査等を行っていました。 

 

 【条例改正の内容】 

  条例で引用している建築基準法の条項番号を変更します。 

 

 【施行期日】 

  公布の日  



９ 

 

議案第８５号               【街づくり支援部都市計画課】 

 港区まちづくり条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、「都市計画法」の一部改正に伴い、条例で引用している条項番号を変

更するものです。 

 

 【法改正の背景】 

  都市の緑地の充実度が低く、減少傾向にあることなどを踏まえ、地方公共団体や民間事

業者による緑地確保の取組等を支援し、良好な都市環境を実現するために都市緑地法等の

一部を改正する法律が公布され、これにより都市計画法の改正が行われました。 

 

 【条例改正の内容】 

  条例で引用している都市計画法の条項番号を変更します。 

 

 【施行期日】 

  公布の日 

 

  



１０ 

 

議案第８６号                 【街づくり支援部建築課】 

 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 

 

 本案は、都市計画決定された環状第四号線沿道高輪地区地区計画の区域内に

おける建築物の制限を定めるものです。 

 

 【環状第四号線沿道高輪地区の街づくりの概要】 

  本地区は、都市計画道路である環状第４号線（高輪区間）の沿道北側に位置し、ＪＲ品

川駅も近く、交通利便性の高い地区です。地域住民の利便性及び安全性を確保するための

生活道路ネットワークの形成や防災性の向上を図り、環状第４号線の沿道の複合市街地と

住宅地が調和したまちづくりを目指しています。 

 

 【条例改正の内容】 

  ・条例の適用区域に環状第四号線沿道高輪地区地区整備計画を加えます。 

  ・計画地区の区域に建築してはならない建築物、建築物の敷地面積の最低限度及び建築

物の壁面の位置の制限を定めます。 

 

 【施行期日】 

  公布の日 

 

 【位置図】 

 

 

 

 

 

 

  

品川駅 

高
輪
台
駅 

高輪ゲートウェイ駅 

国土地理院の電子地形図（タイル）を加工して掲載 

 

地区計画の区域 

● 

● 

港区立高輪公園 

高輪区間 

港区立高輪保育園 

港区立高輪児童館 

港区立高輪いきいきプラザ 



１１ 

 

議案第８７号                 【街づくり支援部住宅課】 

 港区住宅駐車場の管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、シティハイツ桂坂駐車場の駐車区画数を変更するものです。 

 

 【条例改正の背景】 

  シティハイツ桂坂に整備した住宅駐車場は、使用されていない駐車区画が多く、使用率

の低い状況が続いていることから、使用されていない一部の駐車区画について、入居者の

利便性向上や地域貢献の観点から活用を図るため、カーシェアリングを導入します。カー

シェアリングの導入に当たって、必要な駐車区画を住宅駐車場から除くため、条例を改正

します。 

 

 【条例の内容】 

  シティハイツ桂坂駐車場の駐車区画数を変更します。 

   ４７区画 → ３９区画 

 

 【施行期日】 

  公布の日 

  



１２ 

 

議案第８８号             【子ども家庭支援部子ども政策課】 

 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 

 する条例 

 

 

 本案は、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏

まえ、入所児童に係る児童手当等の給付金を管理する施設に母子生活支援施設

を追加するものです。 

 

 【省令改正の背景】 

  児童手当法が改正され、施設入所等児童の定義に母子生活支援施設に入所している児童

（児童のみで構成される世帯に属する者に限ります。）が追加されました。これを踏まえ、

給付金※として支払を受けた金銭の管理を義務付ける施設に、母子生活支援施設を追加す

る省令改正が行われました。 

 

 ※施設入所等児童に係る児童手当等の給付金は、児童が入所している施設の設置者等に支

給されます。 

 

 【条例の内容】 

  ①省令改正を踏まえ、入所中の児童に係る給付金として支払を受けた金銭の管理をしな

ければならない施設に母子生活支援施設を追加します。 

  ②その他規定の整備 

 

 【施行期日】 

  公布の日 

 

  



１３ 

 

議案第８９号          【教育委員会事務局教育推進部教育長室】 

 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、多子世帯に対する給付型奨学金の給付対象及び給付額を拡大すると

ともに、貸付型奨学金の返還免除の要件を改めるものです。 

 

 【条例改正の背景】  

  扶養する子どもが２人以上の世帯（以下「多子世帯」といいます。）においては、子育

てや教育に掛かる費用の負担が大きいことなどを踏まえ、経済状況にかかわらず子どもが

大学等に進学することができるよう、多子世帯を対象に給付型奨学金制度による支援を拡

充します。また、貸付型奨学金をより利用しやすい制度とするよう返還免除の要件を見直

すため、条例を改正します。 

 

 【条例改正の内容】 

  ①多子世帯に対する給付型奨学金の給付対象及び給付額を以下のとおり拡充します。 

   ・奨学金の給付対象となる世帯年収の上限を約１，０００万円までに引き上げます。 

   ・世帯年収約４８０万円から約７５０万円までの奨学生に対して、国が行う非課税世 

    帯の学生への授業料等減免及び給付型奨学金を合わせた全額支援と同額の給付と

なるよう給付額を拡大します。 

   ・私立大学等の理工農系の学部若しくは学科に在学し、又は入学する奨学生に対する

給付額の上乗せについて、給付対象となる世帯年収の上限を約１，０００万円まで

に引き上げます。 

   ・入学に際して必要とする資金について、世帯年収約４８０万円から約７５０万円ま

での奨学生に対する給付額を拡大するとともに、給付対象となる世帯年収の上限を

約１，０００万円までに引き上げます。 

  ②貸付型奨学金の返還免除の要件を以下のとおり見直します。 

・国家資格を取得し、その資格を要する業務に従事する場合について、従事年数の要

件を通算５年以上から通算４年以上に、従事場所の範囲を区内から都内に変更しま

す。 

・区内の中小企業者で勤務する場合について、勤務年数の要件を通算５年以上から 

通算４年以上に変更します。 

・免除を受けられる対象者に、都内の学校（幼稚園を含みます。）又は幼保連携型認

定こども園で教育職員として従事した期間が通算して４年以上ある者を追加しま

す。 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日  



１４ 

 

議案第９０号・第９１号               【企画経営部財政課】 

 令和６年度補正予算 

 

 

 議案第９０号 

  令和６年度港区一般会計補正予算（第６号） 

 

 議案第９１号 

  令和６年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第１号） 

 

 【内容】 

  上記２案の概要は、別表のとおりです。 

  



１５ 

 

議案第９２号                   【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械 

 設備改修工事） 

 

 

 本案は、港区立特別養護老人ホーム白金の森等機械設備改修工事について、

工事請負契約の承認を求めるものです。 

 

 【工事内容】                【工事場所】 

  ○工事の規模 空気調和設備改修工事 

         給排水衛生設備改修工事 

  ○工事場所  港区白金台五丁目２０番５号 

  ○概  要  「港区公共施設マネジメント計 

画」に基づき、機械設備改修工 

事を実施します。 

 

 

 【契約の概要】 

  ○契約方法   制限を付した一般競争入札による契約 

  ○契約金額   ２億４，３６５万円 

  ○工  期   契約締結の日の翌日から令和８年３月１７日まで 

  ○契約の相手方 港区西新橋三丁目６番５号 

          富士設備工業株式会社 

 

 【現況写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

工事場所 

白金台五丁目 



１６ 

 

議案第９３号～第９６号              【総務部契約管財課】 

 インフレスライド条項を適用する契約変更について 

 

 

 これらの案は、工事請負契約書約款のインフレスライド条項を適用し、契約

変更をするものです。 

 

 議案第９３号 

  工事請負契約の変更について（港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う 

  電気設備工事） 

 

  【変更内容】 

   ○契約金額  ７億１，８６６万３，１６５円 

           → ８億８５５万７，８６５円 

            （８，９８９万４，７００円増額します。） 

  【契約の相手方】 

   港区芝公園二丁目９番５号 

    向陽電気工業株式会社 

 

   ○当初契約を議決した議会 

    令和２年第２回定例会 

   ○契約変更の議決又は報告をした議会 

    令和４年第３回定例会 

    令和４年第４回定例会 

    令和５年第４回定例会 

  



１７ 

 

 

 議案第９４号 

  工事請負契約の変更について（港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う 

  機械設備工事） 

 

  【変更内容】 

   ○契約金額  ７億５，０７０万８，６４０円 

           → ７億９，００５万５，４２０円 

              （３，９３４万６，７８０円増額します。） 

  【契約の相手方】 

   港区三田三丁目２番６号 

    エルゴテック株式会社東京本店 

 

   ○当初契約を議決した議会 

    令和２年第２回定例会 

   ○契約変更を議決又は報告をした議会 

    令和４年第３回定例会 

    令和４年第４回定例会 

    令和５年第４回定例会 

 

 ※新築工事の契約変更は、区長報告第１２号 

 

 議案第９５号 

  工事請負契約の変更について（港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚 

  園等新築に伴う電気設備工事） 

 

  【変更内容】 

   ○契約金額  ２億９，０７１万９，０００円 

           → ３億２，３７１万１，６３０円 

              （３，２９９万２，６３０円増額します。） 

  【契約の相手方】 

   港区新橋六丁目７番２号 

    株式会社八洲電業社東京支社 

 

   ○当初契約を議決した議会 

    令和４年第４回定例会 

 



１８ 

 

 

 議案第９６号 

  工事請負契約の変更について（港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚 

  園等新築に伴う機械設備工事） 

 

  【変更内容】 

   ○契約金額  ４億３，２４３万２，０００円 

           → ４億８，０６０万２，５４０円 

              （４，８１７万５４０円増額します。） 

  【契約の相手方】 

   港区浜松町一丁目２５番７号 

    株式会社朝日工業社本店 

 

   ○当初契約を議決した議会 

    令和４年第４回定例会 

 

※新築工事の契約変更は、区長報告第１３号 

 

  



１９ 

 

議案第９７号                   【総務部契約管財課】 

 物品の購入について（パーソナルコンピューター） 

 

 

 本案は、パーソナルコンピューターを購入するものです。 

 

 【内容】 

  ○購入の目的  本庁舎等における情報システム端末機器の更新 

  ○購 入 品 目  パーソナルコンピューター ３，７００台 

   及 び 数 量    

  ○概   要  本庁舎等で使用する文書作成用のパーソナルコンピューターについ 

          て、令和７年度に保守期限を迎えることから、端末機器を更新します。 

 

 【契約の概要】 

  ○契約方法   制限を付した一般競争入札による契約 

  ○購入予定価格 ５億６，３２８万８，０００円 

  ○購入の相手方 港区芝浦一丁目２番３号 

          シャープマーケティングジャパン株式会社ビジネスソリューション 

          担当 

 

 【購入予定物品の仕様】 

  購入予定のパーソナルコンピューターの主な仕様は、以下のとおりです。 

  Ｌｅｎｏｖｏ ＴｈｉｎｋＰａｄ Ｘ１３ ２－ｉｎ－１ Ｇｅｎ５ 

  ※コンバーチブル：液晶画面とキーボードが３６０度回転すること。 

  

形態 ２ｉｎ１型（コンバーチブル※） 

ＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ１１ Ｐｒｏ ６４ビット 

プロセッサ Ｉｎｔｅｌ Ｃｏｒｅ Ｕｌｔｒａ５以上 

メモリ １６ＧＢ以上 

ＳＳＤ ２５６ＧＢ以上 

画面サイズ １３．３型 

ディスプレイ タッチ対応 

解像度 １９２０×１０８０ドット 

生体認証 あり 

カメラ あり 

重量 １．２ｋｇ 



２０ 

 

議案第９８号                 【街づくり支援部土木課】 

 訴えの提起について 

 

 

 本案は、建物収去土地明渡し等の請求に関する民事訴訟を提起するものです。 

 

 【事件の概要】 

  ○当事者 

   原 告：港 区 

   被 告：個人（建物現所有者） 

       個人（建物占有者）２名 

       個人（相続人）２名 

 

  ○概 要 

   建物の前所有者である個人（以下「建物前所有者」といいます。）は、港区海岸三丁

目地区にある建物（以下「本件建物」といいます。）を買い受け、本件建物が特別区道

上にあるにもかかわらず、その土地（以下「本件土地」といいます。）を区の許可を受

けずに、不法に占有していました。 

   その後、建物前所有者が死亡し、建物現所有者及び２名の相続人が建物前所有者の遺

産を相続し、本件建物については建物現所有者が単独所有していますが、現在も不法占

有が続いています。また、建物現所有者及び相続人とは別の２名の建物占有者が本件建

物を占有することにより、本件土地を不法に占有しています。 

   建物前所有者が本件建物を所有してから現在に至るまで、本件建物については道路占

用料相当額が支払われていないことから、建物現所有者及び相続人は支払を免れている

道路占用料相当額と同額の利得を不当に得ていたこととなります。 

   よって、区は、建物現所有者、建物占有者及び相続人を被告として、本件建物の収去

等による本件土地の明渡し、不当利得の支払等を求める訴えを提起します。 

 

  



２１ 

 

議案第９９号                【麻布地区総合支所管理課】 

 指定管理者の指定について（港区立元麻布保育園） 

 

 

 本案は、元麻布保育園の指定管理者を指定するものです。 

 

 【内容】 

  ○対象施設 

名  称 位   置 

港区立元麻布保育園 港区元麻布二丁目１４番１２号 

 

  ○指定管理者  東京都町田市真光寺三丁目１番地６社会福祉法人芳美会内 

          芳美会・おれんじハウス保育園共同事業体 

   （代表団体）  社会福祉法人芳美会 

   （構成団体）  特定非営利活動法人おれんじハウス 

 

  ○指定の期間  令和７年４月１日から令和１７年３月３１日まで 

 

 【現在の指定管理者】 

    社会福祉法人春和会 

 

 【現況写真】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



２２ 

 

議案第１００号                【児童相談所児童相談課】 

 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関す 

 る規約の変更に係る協議について 

 

 

 本案は、文京区が児童相談所を設置することを踏まえ、規約の一部を変更す

るものです。 

 

 【背景】 

  児童相談所を設置する特別区は、児童養護施設等※１の事務負担を軽減するため、令和 

６年４月１日に措置費※２の支払事務等を一元化して処理する措置費共同経理課を共同設

置しました。 

  規約において、措置費共同経理課を共同設置する特別区を定めていることから、その特 

別区の数に増減がある場合は、規約の変更をする必要があります。 

  令和７年４月１日に文京区が児童相談所を設置するため、規約を変更します。 

 

  ※１ 児童養護施設等とは、児童養護施設、乳児院及び自立援助ホームをいいます。 

  ※２ 措置費とは、児童養護施設等を運営していくために必要な職員の人件費や児童に 

係る生活費や教育費など、児童の養育に必要な経費をいいます。 

 

 【内容】 

  措置費共同経理課を共同設置する特別区に「文京区」を加えます。 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

 

  



２３ 

 

議案第１０１号              【街づくり支援部土木管理課】 

 特別区道路線の認定について（海岸一丁目） 

 

 

 本案は、芝浦一丁目地区の開発事業の施行に伴い、特別区道路線を認定する

ものです。 

 

 【芝浦一丁目地区の開発事業の概要】 

  芝浦一丁目地区は、古川と芝浦運河、鉄道線路等に面した区域であり、ＪＲ浜松町駅や

日の出ふ頭にもアクセス性が高く、交通利便性に優れています。一方、浜松町駅周辺から

計画地への歩行者基盤の不足やバリアフリーネットワークの未整備、区立公園の点在化、

芝浦運河沿い歩行者空間の分断等の課題があります。 

  そのため、歩行者ネットワークの強化や、緑とにぎわい空間の形成、水辺の観光拠点の

創出を目指すとともに、災害時支援機能の強化等、多様な都市機能の集積した魅力ある複

合市街地を形成するまちづくりが進められています。 

  

 【内容】 

  特別区道第１，２０３号線を認定します。 

   起 点 港区海岸一丁目５４番 

   終 点 港区海岸一丁目１４番８５ 

   長 さ 約２１３ｍ 

 

 【案内図】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　１　歳入歳出予算補正
（単位：千円）

２　総　務　費 37,693,194 10,501 37,703,695 １ 地域の防災力の向上に要する経費を計上 1,014
 (1)防災用品あっせん (1,014 )

２ 質の高い行政サービスを享受できる環境の整備に要する
 経費を計上 9,487
 (1)芝地区住民記録事務 (9,487 )

４　民　生　費 68,412,922 678,419 69,091,341 国庫支出金 200,539 １ 安心して暮らし続けるための地域福祉活動の推進に要す
都支出金 105,550  る経費を計上 19,035

 (1)コミュニティバス等福祉事業 (14,358 )
計 306,089  (2)国庫支出金等過年度分償還金 (4,677 )

２ 日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実に要する
 経費を計上 81,273
 (1)高齢者等紙おむつ給付 (10,428 )
 (2)高齢者無料入浴券給付 (3,324 )
 (3)南青山一丁目福祉施設整備 (67,521 )

３ 障害者と家族が地域で暮らし続けるためのサービスの充
 実に要する経費を計上 225,453
 (1)介護給付・訓練等給付 (225,453 )

４ 特別な配慮の必要な子どもへの支援に要する経費を計上 112,436
 (1)障害児通所支援事業 (112,436 )

５ 子どもの健やかな成長を支援する総合的な施策の推進に
 要する経費を計上 104,318
 (1)国庫支出金等過年度分償還金 (104,318 )

６ 子どもの権利擁護を重視した環境づくりに要する経費を
 計上 63,190
 (1)児童福祉施設措置費等支弁 (63,190 )

７ 支援が必要な子どもと家庭を確実に支えるに要する経費
 を計上 72,714
 (1)子ども医療費助成 (71,220 )
 (2)ひとり親家庭等医療費助成 (1,494 )

特　定　財　源 一　般　財　源

10,501

372,330

　　　議案第９０号 別表
令和６年度港区一般会計補正予算（第６号）概要

款 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

補　　正　　額　　の　　説　　明

1



７　土　木　費 25,090,837 104,786 25,195,623 その他 104,786 １ 交通まちづくりの推進に要する経費を計上 103,286
（1)コミュニティバス運行 (103,286 )

２ 快適な都心居住の実現に要する経費を計上 1,500
（1)子育て世帯等の定住促進支援 (1,500 )

歳出合計 190,022,570 793,706 190,816,276

国庫支出金 200,539 　繰越金 382,831
都支出金 105,550

繰入金 104,786

410,875

　２　債務負担行為補正

    追　    　加

410,875 382,831

計

　（単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

補　　正　　額　　の　　説　　明
特　定　財　源 一　般　財　源

芝公園多目的運動場プール可動床制御操作
盤等更新

令和６年度～令和７年度 2,860

待機児童解消施設賃借（芝公園二丁目） 令和７年度～令和10年度 49,060

健康管理システム改修 令和６年度～令和７年度 3,685

事　項 期　間 限度額

2

  

  



　１　歳入歳出予算補正
（単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計

３　国 民 健 康 10,898,868 16,814 10,915,682 １ 介護納付金分納付金 16,814

　　保険事業費

　　納　付　金

５　諸 支 出 金 72,525 5,000 77,525 その他 １ 一般被保険者償還金及び還付金 5,000

歳出合計 26,670,607 21,814 26,692,421

　繰越金

21,814

21,814

5,000

議案第９１号

令和６年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第１号）概要

補　正　額　の　財　源　内　訳 補　　正　　額　　の　　説　　明

その他 16,814

3
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